
≪巧妙なだましの手口に要注意≫

◎ ＡＴＭで還付金を受け取る事は出来
ませんし、電話で市役所等の職員が還
付金の手続きをする事もありません。

◎ 警察官がカードや通帳を預かる、暗
証番号を聞く事も絶対にありません。

◎ 公共機関職員を
名乗ってもすぐに
信用せず、家族や
警察に相談を。

年末年始のあわただしい時期になり、金融機関やコンビニなどを狙った「強

盗事件」、高齢者を狙った「特殊詐欺事件」、留守宅を狙った「空き巣事件」

等の犯罪や、交通事故の多発も心配されます。

警察では、各種犯罪、交通事故の抑止を図り、皆様が安心して年末年始を過

ごせますように、パトロールや取締り活動を強化します。

皆様も家族ぐるみの防犯対策で被害を防止しましょう。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問
題への対処に関する法律」は、毎年12月10日か
ら16日を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定
めています。
警察では、拉致に関与したとして北朝鮮工作員

等10人について逮捕状の発付を得て国際手配を
行うとともに、拉致容疑事案及び北朝鮮による拉
致の可能性を排除できない事案の全容解明に努め

ています。
どんな小さなことでも結構ですので、情報をお

寄せ下さい。

情報提供先 県警察本部外事課
情報提供専用ダイヤル

048-838-3759


